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東松山市立放課後児童クラブ指定管理者募集要項 

 

東松山市では、東松山市立放課後児童クラブ「きらめきクラブ」（以下「施設」という。） 

７か所の管理業務を効果的かつ効率的に行うため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第３項の規定に基づき、施設の管理に関する業務を行う指定管理者を募集

します。 

施設運営は、東松山市放課後児童クラブ条例（平成１３年東松山市条例第３４号）に定

める管理の基準等に基づき、安全かつ適切に行うものとしますが、申請に当たっては、新

たな視点からサービスの質の向上と管理コストの削減について柔軟に検討し、創意ある提

案をしていただくことを期待します。 

 

１ 施設の概要 

(1) 施設の設置目的 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の１０の規定に基づき、市内に

住所を有し、就労等により昼間保護者のいない家庭の小学校の児童に対し、必要な保

育を行い、もって児童の健全な育成を図ることを目的とします。 

(2) 施設の名称・所在地等 

名称 所在地 定員(人) 

東松山市立きらめきクラブまつに 東松山市大字東平５５５番地３ ８０ 

東松山市立きらめきクラブからこ 東松山市大字新郷８番地２ ７０ 

東松山市立きらめきクラブいちのかわ 東松山市大字市ノ川１３２番地４ ８０ 

東松山市立きらめきクラブたかさか 東松山市大字高坂１１３８番地 １３０ 

東松山市立きらめきクラブしんめい 東松山市御茶山町７番地２ ８０ 

東松山市立きらめきクラブのもと 東松山市大字下野本６５０番地２ 
 野本小学校内 ２８ 

東松山市立きらめきクラブさくらやま 東松山市桜山台５番地 
 桜山小学校内 ２５ 
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(3) 施設の管理形態 

７か所の施設を２ブロックに分割して管理（令和９年度～） 

但し、両ブロック一括での管理も可能とします。 

 

ブロック クラブ名称 クラブ数 支援単位数 定員(人) 

南ブロック からこ、たかさか、 

のもと、さくらやま 

４ ７ ２５３ 

北ブロック まつに、いちのかわ、 

しんめい 

３ ６ ２４０ 

 

※応募に当たっては、「南ブロック」若しくは「北ブロック」を選択し、応募してく 

ださい。 

 南北の「両ブロック」を選択して応募することも可能です。 

   

(4) 施設の概要 仕様書のとおり 

(5) 施設の平面図 仕様書のとおり 

(6) 保育時間・休所日（施設〔７か所〕共通） 

ア 保育時間   

(ア) 小学校の授業日 小学校の放課後から午後７時まで 

(イ) 小学校の休業日 午前７時３０分から午後７時まで(休所日以外) 

東松山市放課後児童クラブ条例（平成１３年東松山市条例第３４条）第８条た 

    だし書きの規定により、上記の保育時間とします。 

イ 休所日 

(ア) 日曜日 

(イ) 国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１７８号)に規定する休日 

(ウ) １月２日、３日及び１２月２９日から３１日までの日 

(エ) その他市長が必要であると認める日 

   

２ 指定期間 

令和９年４月１日～令和１４年３月３１日 

 
３ 指定管理者の業務の範囲 

指定管理者が行う業務（以下「指定管理業務」という。）の範囲は、『東松山市立放課

後児童クラブ「きらめきクラブ」指定管理業務仕様書』のとおりとします。ただし、保

育料の強制徴収、行政財産の目的外使用許可、不服申立てに対する決定等、法令により

地方公共団体の長のみの権限とされているものは除きます。 

 

４ 指定管理業務の実施に係わる基準 

指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければなりません。 
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(1) 関係法令等の遵守 
    業務の遂行にあたっては、次の関連する法令等を遵守するものとします。 

ア 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 
  イ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号） 
  ウ 児童福祉法施行令（昭和２３年政令第７４号） 

  エ 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号） 
  オ 東松山市放課後児童クラブ条例 
  カ 東松山市放課後児童クラブ条例施行規則（平成１３年東松山市規則第６１号） 

  キ 東松山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成２６年東松山市条例第２５号） 
  ク 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５

７号）、その他労働関係法令 
  ケ その他の関係法令（施設の安全確保のための各種規制法令等） 
(2) 行政手続条例の適用 

   施設の利用承認等の手続きにあたり、指定管理者が行政庁となって東松山市行政 

手続条例（平成９年東松山市条例第２７号）が直接適用される条項については、指

定管理者は当該条項を遵守することとし、同条例が直接適用されない第４章（行政

指導）については、指定管理者は、その趣旨にのっとり同条例に準じた取扱いをす

ることとします。また、不利益処分をする場合の事前手続きにあたり、指定管理者

に直接適用されない東松山市聴聞規則（平成６年東松山市規則第２６号）について

は、指定管理者は、その趣旨にのっとり同規則に準じた取扱いをすることとします。 

(3) 情報公開 

   指定管理者が直接業務を行うにあたり作成し、又は取得した文書で、指定管理者が

管理しているものの公開については、東松山市情報公開条例（平成１５年東松山市

条例第２８号）の趣旨にのっとり、指定管理者が別途情報公開規程等を定めること

とします。 

(4) 個人情報の取扱い 

   個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の規定により、指定管理

業務の実施に関して知り得た個人情報の漏えい・滅失及び毀損などの事故の防止そ

の他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じることとします。 

(5) 守秘義務 

   指定管理者は、施設の管理を行うにあたり、業務上知り得た秘密を第三者に漏らし

たり、自己の利益のために使用したりしてはならないこととします。指定管理期間

が終了した後も同様とします。 

(6) 文書の管理・保存 

   指定管理者が業務に伴い作成し、又は受領する文書等は、指定管理者が別途文書の

管理に関する規程等を定め、適正に管理・保管することとします。また、指定期間終

了時に、市の指示に従って引き渡していただきます。 

(7) 日報・月報の作成及び報告 
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   指定管理者は、市のモニタリング実施のため、自らの管理業務の記録として、日々

作成する業務日報に基づき、毎月、月例業務報告書を作成し、市へ報告していただ

きます。 

(8) 事業計画書及び収支計画書の提出 

次年度の事業計画書及び収支計画書については、市と調整を図った上で作成し、提

出していただきます。 

(9) 事業実績報告書等の提出 

年度終了後に、基本協定書に基づき業務全般に係る事業実績報告書等を作成し、次

年度の４月末までに提出していただきます。 

(10) 指定管理業務の一括委託の禁止 

指定管理業務の実施にあたり、業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせるこ

とは認められません。ただし、あらかじめ市の承認を受けた場合には、業務の一部

を第三者に委託し、又は請け負わせることができます。 

(11) 環境への配慮 

   指定管理業務の実施にあたり、自らが行う事業活動において省エネルギーや省資源

等に可能な限り取り組むとともに、規制を受ける環境関係法令等を確実に遵守し環

境負荷の低減に努めることとします。 

(12) その他 

ア 緊急時対策（アレルギー対策等）、感染症予防・感染拡大防止策、防犯・防災対

策についてマニュアルを作成し、職員に周知することとします。 

  イ 保護者の意見を施設の運営に取り入れるため、以下に例示する方策をとることと

します。 

   （例）アンケート調査の実施 

  ウ 虐待を受けた疑いのある児童を発見した場合は、市関係機関に速やかに通告する

こととします。 

  エ 小学校と児童に関する情報交換を行い、連携を図ることとします。小学校との情

報交換にあたっては、個人情報の保護や秘密の保持について十分配慮することとし

ます。 

  オ 近隣住民に保育についての理解を得るとともに、協力関係を構築するなど、円滑

な放課後児童クラブ運営に努めることとします。 

  カ 公の施設であることを念頭において常に公平な運営を行うこととします。 

  キ 宗教的活動、行事は行わないこととします。（運動会やクリスマス会などを規制

するものではない。） 

  ク 定員を超えた利用の申込があった場合、これまでの登室人数等を踏まえ児童の柔

軟な受け入れを行うことについて、市と協議することとします。 

  ケ 小学校の休業日（長期休業期間）における通学区域外児童の受入れ及び定員増に 

   ついて、市と協議することとします。 

  コ 南ブロック、北ブロックの運営において、サービス内容・品質等に格差が生じた 

   場合、その解消のために連携し、対応策を市と協議することとします。 
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(13) 公租公課 

   指定管理者については、法人税、消費税及び地方消費税、法人住民税、法人事業税、

固定資産税（償却資産）等の納税義務を負う場合があります。詳細は下記の各関係

機関にお問い合わせください。 

税務官公署 問合せ先 所管する国税又は地方税 

税務署 本店を所管する税務署 法人税、消費税及び地方消費税 

東松山県税事務所 0493－23－8906 
法人県民税、法人事業税、 

特別法人事業税 

東松山市役所課税課 

0493－23－2221（代表） 

0493－21－1438（直通） 

0493－21－1444（直通） 

 

法人市民税 

固定資産税 

 
５ 管理運営に要する経費 
(1) 指定管理業務に係る経費 
   次に掲げる必要な経費を計上してください。 

施設の維持管理や運営に要する経費 
ア 人件費 

  イ 事務費（消耗品費、通信運搬費、旅費、事務機器リース料、ＡＥＤ設置費用、 
備品購入費等） 

  ウ 管理費（施設等保守管理費、修繕費、光熱水費等） 
  エ 勤務する職員の駐車場に係る経費（市の行政財産となる土地に駐車する場合は行 

政財産使用料を徴収します） 
  オ その他必要とされる経費 
    なお、経年劣化又は特定できない第三者の行為により生じた施設・設備の修繕・

更新や備品の購入については、次の取り扱いとします。 
(ア) 施設・設備の修繕・更新 

    １件あたりの見積金額が３０万円までの修繕については、指定管理者の責任

と経費負担において実施し、３０万円を超える修繕については、市と指定管理者

が協議を行い、市が必要と認めるものについては、市の経費負担において実施す

ることとします。 
(イ) 備品の購入 

    １件あたりの見積金額が１０万円までの備品購入については、指定管理者の

費用により購入することとします。なお、１０万円を超えるものについては、

市と指定管理者が協議を行い、市が必要と認めるものについては、市の費用に

より購入することとします。 
カ その他市から指示された業務に係る経費 

(2) 指定管理料 

   指定管理料は施設の運営や維持管理等に要する経費とし、市の予算の範囲内としま
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す。提案された指定管理料は、議会の議決を経て、会計年度ごとに別途締結する協定

により確定するため、提案額が必ずしも保証されるものではありません。なお、自主

事業については、市から支払われる指定管理料、指定管理者の自主財源等をもとに指

定管理者の経営努力により実施してください。 

(3) 指定管理料の変更等 

ア ２年目以降の指定管理料 

毎年度提出される次年度の事業計画書の収支計画額に基づき、予算の範囲内で決

定します。この場合、指定管理業務の変更や、物価水準の大幅な変動がない限り、

原則として前年度の指定管理料を目安とします。 

  イ 指定管理料の精算 

    指定管理業務を、市が示した要求水準を満たしながら業務を実施する中で、指定

管理者の経営努力により生み出された剰余金については、原則として精算による返

還は求めません｡ただし、その利益が管理業務と収支の状況からみて客観的に過大と

認められる場合は、施設減価償却費相当額等を、市と協議の上で納付金として納め

ていただく場合があります。 

    また、指定管理者の運営に起因する不足額については、原則として補填は行い 

ません｡ 

(4)  保育料 

   放課後児童クラブの保育料は、市の収入となります。 

   管理運営業務は、原則として市からの指定管理料で措置します。 

   なお、事業実施に要する経費のうち、参加者個人に直接かかる経費（材料費など） 

  は実費徴収できます。 

   その他については、市と指定管理者が協議の上で決定します。 

(5)  管理口座・区分経理 

    指定管理業務に係る経費は、団体自体の口座とは別の口座で管理してください。    

また、指定管理業務に係る経理とそれ以外の業務に係る経理は、区分して整理して

ください。 

(6) 消費税について 

   市から支払う指定管理料は、消費税の課税対象外です。 

   収支予算は、これを踏まえて作成してください。 
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６ 市と指定管理者のリスク分担 

リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

指定管理者 市 

物価・金利変動 

人件費・物品費等の物価変動・金利

変動に伴う一般的な経費増加（特別

な要因を除く） 
○ 

 

特別な要因に伴う経費増加 協議 

支払遅延 

指定管理者の責めに帰すことがで

きない理由で市からの指定管理料

の支払いが遅延し、それにより指定

管理者に費用負担が発生した場合 

 

○ 

法令等（税制度を除く）

の変更 

指定管理者自身に係る法令変更に

伴う経費増加 
○  

上記以外の一般的な法令変更に伴

う経費増加 
協議 

税制度の変更 

消費税率の変更や施設の管理運営

に直接影響を及ぼす制度変更に伴

う経費増加 
 ○ 

上記以外の一般的な制度変更に伴

う経費増加 
○  

議会の議決が得られな

かった場合 

指定管理候補者となったが、議会の

議決を得られず指定できなかった

場合、管理運営準備のために負担し

た費用 

○  

政治・行政上の理由に

よる事業変更 

政治、行政上の理由により、施設管

理・運営業務の継続に支障が生じた

場合又は指定管理業務の変更を余

儀なくされた場合の経費及びその

後の当該事情による増加経費負担 

 

○ 

不可抗力 

不可抗力（豪雨、暴風、洪水、地震、

落雷等の天災や、戦争、テロ、暴動

等の人災その他市又は指定管理者

のいずれの責めにも帰すことので

きない現象）に伴う施設・設備の復

旧経費及び業務履行不能による損

害 

協議 
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利用者・地域住民への

対応 

指定管理業務に関する要望・苦情等

への対応 
○  

上記以外に関する要望・苦情等への

対応 
 ○ 

施設・設備の損傷 
管理上の瑕疵によるもの ○  

施設・設備の設計・構造上の原因に

よるもの 
 

○ 

第三者への賠償 

指定管理者及び業務の一部を再委

託された者の責めに帰すべき事由

により第三者へ損害を与えた場合 
○ 

 

施設・設備の設計、構造上の原因に

より第三者へ損害を与えた場合 
 ○ 

施設・設備の修繕・更

新、新たな物品購入 

経年劣化又は特定できない第三者

の行為により生じた施設・設備の修

繕・更新や備品の購入 

「５ 管理運営に要する

経費」に記載の取扱いどお

り 

各種保険 
火災保険への加入  ○ 
その他指定管理業務に関わる各種

保険の加入 
協議 

 ※表に定める事項で疑義がある場合又は表に定めのないリスクが生じた場合は、市と指

定管理者が協議を行ったうえで、リスクの分担を決定するものとします。 
 
７ 事業実施状況のモニタリング等 
  市は、指定管理者が行う業務の実施状況を把握し、良好な管理状況を確保するため、

モニタリングを実施します。 
(1) 利用者へのアンケート等の実施 
   利用者の利便性向上等の観点から、指定管理者はアンケート等により施設利用者の 

意見・苦情等を聴取し、その結果及び業務改善への反映状況について市に報告してい

ただきます。 

   なお、苦情、意見等については、その対応等について業務日報へ記録し、市へ報告 

していただきます。 

(2) 運営委員会の設置 

指定管理者は施設の運営に関し、その適正な運営と推進を図るために運営委員会を 

設置し、年２回以上開催していただきます。 

(3) 帳簿書類等の提出要求 

   市の監査委員が必要と認めた場合等、指定管理者に対して帳簿書類その他の記録の

提出を求める場合があります。 

(4) モニタリング結果に基づく勧告等 

   モニタリングの結果、指定管理者の管理業務が要求水準を満たしていないと判断し

8



 
 

た場合、市は、期日を定めて、指定管理者に管理業務の改善等必要な措置を取ること

を勧告することができます。 
   この期日において、なお管理業務の改善等が行われていないと市が判断する場合、

市は、期日を定めて、指定管理者に管理業務の改善の指示を行います。 
   これらを経ても、なお管理業務の改善等が行われていないと市が判断する場合、市

は、指定の取消し又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることがあ

ります。 
 
８ 申請者の資格等 

  申請者は、次の条件をすべて満たす法人その他の団体（以下「団体等」という。）と

します。個人での申請はできません。 

(1) 申請者の資格 

ア 過去３年以内に次のいずれかの施設・事業の運営実績が１年以上あること。なお、

運営実績とは、委託、直営の別は問わないが、労働者派遣法による派遣は含まれないも

のとします。 

（ア）児童福祉法第６条の３第２項の規定による放課後児童健全育成事業を行うた

めの施設（放課後児童クラブ） 

（イ）同法第３９条第１項の規定による認可保育所 

（ウ）同法第４０条の規定による児童館 

  イ 安全かつ適切に、放課後児童クラブの運営と建物管理ができる法人その他の団体 

   であることとします。 

(2) 欠格事項 

  次のいずれかに該当する団体等は申請できません。また、申請後においても、次の

事項に該当することとなった場合は指定を受けられません。 

なお、オからキの項目については、埼玉県警察本部に照会することがあります。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定により、一

般競争入札等の参加を制限されている団体等 

イ 東松山市から入札参加停止（指名停止を含む）措置を受けている団体等 

ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなさ

れている団体等 

エ 国税・地方税を滞納している団体等 

オ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

カ 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。）若しく

は暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団の構成

員等」という。）の統制の下にある団体等 

キ 代表者等（法人にあってはその役員（非常勤を含む。）及び経営に事実上参加し

ている者を、その他の団体にあってはその代表者及び運営に事実上参加している
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者をいう。）が暴力団の構成員等である団体等 

(3) グループで申請する場合の留意事項 

   グループで申請する場合は、次の事項に留意してください。 

ア グループの名称及び代表者を定めて、「グループの協定書又はこれに準ずる書類」

を提出してください。 

  イ 単独で申請した法人又は団体は、グループ申請の構成員になることはできません。 

  ウ 複数のグループにおいて、同時に構成員になることはできません。 

  エ 構成員のいずれかが上記(2)ア～キのいずれかに該当する場合は申請できません。

また、申請後において、上記(2)ア～キのいずれかに該当する場合は指定を受けられ

ません。 

 

９ 説明会及び施設見学会の開催 

申請方法、提出書類及び指定管理業務等に関する説明会及び施設の見学会を開催しま

す。参加者は、１団体等につき２人以内とします。 

 参加される場合は、団体等の名称と参加人数を説明会の前日までにご連絡ください。 

 （電子メール、ＦＡＸ可。ただし、送付した旨の電話連絡をしてください。） 

 なお、募集説明会及び施設見学会での質問には応じられません。 

(1) 募集説明会 

日  時：令和８年２月５日（木）午前９時３０分～午前１０時３０分 

場 所：松山市民活動センター 研修室 

（東松山市松本町１丁目９番３５号 電話０４９３－２３－９３１１） 

(2) 施設見学会 

日  時：令和８年２月５日（木） 

時 間：午前１０時４５分～午前１１時１５分 

     場 所：東松山市立きらめきクラブしんめい 

        （東松山市御茶山町７番地２ 電話０４９３－２４－３３４６） 

     時 間：午前１１時３０分～午後０時 

     場 所：東松山市立きらめきクラブのもと 

        （東松山市大字下野本６５０番地２ 野本小学校内 

電話０４９３－８１－７１０４） 

    

１０ 質問の受付及び回答 

   募集要項の内容等に関する質問は、次のとおり受け付けます。 
(1) 受付期間：令和８年２月６日（金）午前８時３０分～２月１３日（金）午後５時  

(2) 受付方法：電子メール 

質問票（指定様式／Word 形式）に簡潔に記載し、メールに添付してお

送りください。 

※ 電話、ＦＡＸ、来訪による口頭での質問は受け付けません。 
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(3) 提 出 先：東松山市こども家庭部保育課 

保育課メールアドレス HOIKUKA＠city.higashimatsuyama.lg.jp 

電子メール送付後に、送付した旨の電話をお願いします。 

(4) 回答方法：回答は原則として、令和８年２月１８日（水）午後５時までに東松山市 

       ホームページに掲載します。（質問者名は公表しません。）なお、質問 

       内容によっては回答までに期間を要する場合や、内容を要約して掲載す 

       る場合もありますのであらかじめご了承ください。 

 

１１ 申請書類の提出等 

(1) 申請書類 

   申請にあたっては、下記の書類を提出してください。 

南ブロックと北ブロックの両方に応募する場合は、(ウ)収支予算書は南ブロックと 

北ブロックに分けて作成してください。また、両ブロックに応募する場合の(ウ)収 

支予算書以外の提出書類については、南ブロックと北ブロックで同じ内容のものと 

なるときは、ブロック分けする必要はありません。 

   なお、市が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。 

  ア 申請書等 

   (ア) 指定管理者指定申請書 

   (イ) 事業計画書 

   (ウ) 収支予算書（令和９年度から令和１３年度までの５年分） 

   (エ) 児童福祉施設の運営実績 

  イ 団体の概要が分かる資料 

   (オ) 団体等の概要書 

   (カ) 定款、寄附行為、規約又はこれらに準ずる書類 

  (キ) （法人の場合）登記事項証明書 

   (ク) 役員名簿（氏名・住所・生年月日を記載すること） 

   (ケ) 事業報告書、損益計算書、賃借対照表、財産目録又はこれらに準ずる団体の

財務状況が分かる書類（直近３年分） 

(コ) 国税の納税証明書（その３の３） 

(サ) 申請者の所在地における地方税（法人住民税・法人事業税）の納税証明書（各 

直近３年分） 

ただし、納税証明が「未納の税額がないこと」を証明する場合は、令和８年１ 

月２６日以後に発行されたものとする。 

(シ) （グループ申請の場合）グループ構成団体一覧表 

(ス) （グループ申請の場合）グループの協定書又はこれに準ずる書類 

(セ) （グループ申請の場合）申請手続等に関する委任状 

  ウ その他 

   (ソ) 誓約書 

  (ア)から(ソ)の順に書類をファイルに綴じること。 
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(2) 提出方法及び提出先 

＜提出方法＞ 

ア 持参の場合 

令和８年２月２４日（火）から令和８年３月６日（金）までの午前９時から午後

５時まで（ただし、正午から午後１時まで、土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

イ 郵送の場合 

原則として書留とし、令和８年３月６日（金）午後５時までに必着とします。 

＜提出先＞ 

〒３５５－８６０１ 

埼玉県東松山市松葉町一丁目１番５８号 

東松山市政策財政部契約検査課 

電話 ０４９３－２１－１４４５ 

(3) 留意事項 

ア 提出期限後に提出された申請書は受け付けません。 

イ 提出書類の追加、再提出、差替え、内容変更は、原則として認めません。 

  ウ 提出書類は理由のいかんに関わらず返却しません。 

エ 申請に要する経費は、申請者の負担とします。 

オ 申請書類等の著作権は、申請者に帰属します。ただし、市は、指定管理者の決定

の公表等必要な場合には、申請書類の内容を無償で利用できるものとします。 

カ 申請書類提出後に応募を辞退する場合は、辞退届（様式は任意）を提出してくだ

さい。 

キ 申請書類の提出部数は、正本１部、副本１４部（副本は複写可）計１５部としま

す。 

 

１２ 選定方法等について 

(1) 選定手続き 

東松山市指定管理者調査委員会において、申請書等の書類審査、申請者によるプレ

ゼンテーションを実施し、その後、東松山市指定管理者選定委員会において指定管理

者候補者を決定します。プレゼンテーションの日時及び場所等については別途通知し

ます。 

なお、審査の点数が１００点満点中６０点に満たない場合、申請者の資格を満たさ

ないことが判明した場合、申請書類に虚偽記載があった場合及び所定の申請書類が全

て整っていない場合は、失格とします。 

また、指定管理者候補者が正式に指定管理者として指定されるまでの間に、指定管

理者候補者に事故等があった場合は、選定されなかった申請者のうちから新たに指定

管理者候補者を選定する場合があります。 

(2) 選定基準 

指定管理者の選定基準は次のとおりです。 

 ア 市民の平等な利用を確保できること。 
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  イ 関係する法令、条例及び規則等を遵守し、適正に管理運営を行うことができるこ

と。 

  ウ 施設設置の目的を効果的に達成し、効率的な管理運営を行うことができること。 

  エ 施設の維持管理を適切に行うことができること。 

オ 指定管理業務を安定して行う経営基盤を有していること。 

  カ 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保すること

ができること。 

(3) 審査基準 

   審査については、次の項目に基づき行います。   

審査項目 審査のポイント 

Ⅰ 基本方針について 

 1 管理運営に対する基本方針、

理念 

施設の管理運営に対する基本方針や理念

が、市の方針に沿ったものになっている

か。 

2 施設の目的及び役割の理解 施設の設置目的や役割を理解し、それに沿

った基本方針になっているか。 

3 施設の現状及び課題の分析 施設の現状を分析し、課題を理解できてい

るか。 

Ⅱ 管理運営計画について 

 ⅰ）施設維持管理業務 

1 施設維持管理計画 施設が良好な状態を保てるよう適正な施

設維持管理計画を立てているか。 

2 修繕計画 計画的な修繕を予定しているか。 

ⅱ）施設運営業務 

1 市民の平等な利用の確保 市民の平等な利用を確保する措置が講じ

られているか。 

2 保護者の満足度の把握 保護者の声を聴いたり、満足度を測ったり

する方法が用意されているか。 

3 要望等への対応 要望・苦情に対応する方法や体制が明確に

なっているか。 

4 サービスの向上に関する提

案 

施設の課題を解決し、利用者へのサービス

が向上する提案がなされているか。 

ⅲ）自主事業 

1 効果的な自主事業の提案 施設の設置目的を効果的に達成する具体

的な提案がなされているか。 

2 サービスの向上に対する貢

献 

利用者へのサービス向上につながる自主

事業の提案となっているか。 

3 施設の有効利用 施設の有効利用に資する自主事業の提案

となっているか。 

4 独創性 独創性が高く、新たなサービスが期待でき

る自主事業の提案か。 

Ⅲ 運営体制・組織について 
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 ⅰ）職員体制 

1 職員の適正配置 適正な管理運営を行うために合理的な人

員が配置されているか。また、必要な資格

や経験年数等は満たしているか。 

人材確保の方策が講じられているか。 

2 人材育成 研修等、職員に対するスキルアップの方策

が講じられているか。 

3 適正な就業条件、雇用形態 職員の就業条件や雇用形態は適正か。 

4 現在従事している職員の処

遇について 

現在当該施設の業務に従事している職員

の処遇について配慮しているか。 

ⅱ）業務実施体制 

1 適切な業務委託 業務の一部を第三者に再委託する場合、そ

の方法や内容は適切か。また、効率的な委

託となっているか。 

2 市内事業者の活用 業務の一部を第三者に再委託する場合、市

内事業者を優先的に活用する予定はある

か。 

3 地域との連携 地域の住民や他の団体等と連携し、効果的

に事業を実施する体制があるか。 

ⅲ）安全管理・危機管理 

1 利用者の安全・防犯対策 利用者及び施設の安全、感染症や防犯に対

する対策は講じられているか。 

2 業務マニュアルの整備 常に業務が円滑に進むようマニュアル等

は整備されているか、若しくは今後整備す

る予定はあるか。 

3 職員への周知・教育 業務内容等を職員へ周知し、教育する措置

は講じられているか。 

4 緊急時の危機管理体制 事故や災害、不祥事等、緊急時の危機管理

体制は整備されているか。 

5 感染症対策 感染症の予防対策・感染拡大防止対策は講

じられているか。 

ⅳ）情報公開・個人情報・文書管理 

1 情報公開 情報公開に対する適切な措置が図られて

いるか。 

2 個人情報保護 個人情報の保護に対する適切な措置が図

られているか。 

3 文書管理 文書の管理・保存に対する適切な措置が図

られているか。 

Ⅳ 履行の確実性について 

 ⅰ）履行実績・財務状況 

1 履行実績 過去の同様施設における管理運営経験、利

用者満足度、自主事業の内容等を総合的に

評価 

14



 
 

2 経営の安定性 財務諸表等から経営の安定性を総合的に

評価 

ⅱ）経理関係 

1 収支計画 収支計画は適正と認められるか。 

2 経費縮減 無理なく経費の縮減を図っているか。 

3 経理上の問題への対応 予定以上の経費を要した場合等、経理上の

問題が発生した場合の対応策は講じてい

るか。 

Ⅴ 提案金額 

 提案金額 提案金額の多寡について 

Ⅵ その他 

 1 その他特筆すべき点 評価項目以外で特に優れた点があるか。 

2 プレゼンテーション プレゼンテーションは適切に行われたか。 

(4) 選定結果の通知について 

   すべての申請者に対して令和８年５月中旬までに通知する予定です。 

 

１３ 候補者選定後の手続き等 

(1) 仮基本協定の締結 

指定管理者候補者の決定の後、指定管理者候補者と市において、施設の管理業務に

関する包括的な事項を定めた仮基本協定を締結します。 

(2) 指定管理者の指定及び選定結果の公表 

令和８年東松山市議会６月定例会による議決を経て、東松山市長が文書で指定しま

す。また、指定後は、速やかに指定団体の名称等を告示するとともに、選定結果を市

ホームページで公表します。 

(3) 引継ぎ及び準備行為の実施 

指定管理者は、市と協議し、指定期間の始期から円滑に指定管理業務が実施できる

ように、前管理者から事務を引き継ぎ、必要な準備行為を行うものとします。また、

市の開催する研修及び会議に職員を参加させることとします。 

(4) その他 

   指定管理者が、仮基本協定の終結までに次に掲げる事項に該当するときは、その指

定を取り消し、協定を締結しないことがあります。 

  ア 指定管理者の経営状況の急激悪化等により、指定管理業務の履行が確実でないと

認められるとき。 

  イ 著しく社会的信用を損なう等により、指定管理者として業務を行うことについて

ふさわしくないと認められるとき。 

  ウ 協定書に規定する指定の取消事由に該当すると認められるとき。 

  エ 申請や審査過程その他において不正な行為があったと認められるとき。 
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１４ 問合せ先 

〒３５５－８６０１ 

埼玉県東松山市松葉町一丁目１番５８号 

東松山市こども家庭部保育課 

電話  ０４９３－２１－１４０７ 

ＦＡＸ ０４９３－２３－２２３９ 

 

○添付資料 

(１) 東松山市立放課後児童クラブ「きらめきクラブ」指定管理業務仕様書 

(２) （別紙１）施設概要 

(３) （別紙２）施設平面図等 

(４) （別紙３）主要備品一覧表 

(５) （別紙４）在籍児童数一覧 

(６) （別紙５）令和６年度収支決算書 

(７) （規則様式第９号）指定管理者指定申請書 

(８) （様式１）事業計画書 

(９) （様式２）収支予算書 

(10) （様式３）児童福祉施設の運営実績 

(11) （様式４）団体等の概要書 

(12) （様式５）グループ構成団体一覧表 

(13) （様式６）申請手続き等に関する委任状 

(14) （様式７）誓約書 

(15) （様式８）説明会参加申込書 

(16) （様式９）質問票 

(17) （別紙６）東松山市放課後児童クラブ条例 

(18) （別紙７）東松山市放課後児童クラブ条例施行規則 

(19) （別紙８）東松山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め 

        る条例 
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